
令和６年第１１回東員町教育委員会会議録 

東員町教育委員会 

 

１ 開 会 令和６年１１月２９日（火） 午前 ９時２５分 

 

２ 閉 会 令和６年１１月２９日（火） 午前１０時２０分 

 

３ 場 所 東員町総合文化センター 第１研修室 

 

４ 出 席 者 教育長 日置 幸嗣 

 委員（職務代理者） 向山 節雄 

          委員           木村 陽一 

 委員 松宮 あけみ 

委員           川瀬 理絵 

  ＜事 務 局＞ 事務局長         中村 幹人 

教育総務課長 吉田 尚生 

学校教育課長 三林 大高 

社会教育課長 丸山 太 

学校教育課主査 目黒 真平 

 教育総務課課長補佐 種村 大輔 

 

５ 会 議 事 項  別紙のとおり 

 

６ 出 席 委 員 

                         

 

                         

 

                         

 

                         

 

７ 会議録調製者  教育総務課課長補佐



（別紙）会議事項 

 

１ 開会の辞 

（事務局長） 

ただ今から、令和６年第１１回東員町教育委員会を開会いたします。 

それでは、教育長に進行をお願いいたします。 

 

２ 前回会議録の確認 

（教育長） 

それでは、しばらく時間をとりますので、前回会議録の確認をお願い

いたします。 

＜前回会議録の確認＞ 

何か質問はございますか。無ければ会議終了後に署名をしていただき

ます。 

 

３ 事務報告、事務計画 

（教育長） 

    事務報告、事務計画について説明します。 

＜以下、事務報告、事務計画資料により説明＞ 

 

（教育長） 

  ありがとうございました。 

何か質問はございますか。無ければ議事に移ります。 

 

４ 議事 

 報告第１２号 令和５年度問題行動等調査結果の報告について 

（教育長） 

報告第１２号 令和５年度問題行動等調査結果の報告について、事務

局の報告を求めます。 

  

 （学校教育課主査） 

報告第１２号 令和５年度問題行動等調査結果の報告について、ご説

明いたします。 

＜以下、報告第１２号資料により説明＞ 

 

（委員） 



暴力行為の３月にある、スマートフォンを使って先生の画像を無断で

アップしたり、秘密を暴露したりしていることが気になりました。 

今朝、高校生の息子に池袋暴走事故の遺族に殺害予告を行っていた中

学生の話を聞いてどう思うと聞いたのですが、今の中学・高校生は殺

すという言葉をすごく簡単に使うし、ネットで探せばいくらでも出て

くると聞いてぞっとしました。口で言うのもそうですがネットに書く

ことも、それがどれだけダメなことなのか保護者も子どもたちも、こ

のような事件をきっかけにでも少しでも防げればと思い話を聞きまし

た。 

 

（委員） 

リテラシーという言葉がニュースでも出てきますが、特に情報社会で

ありますので読解力をつけることをしっかりやっていく必要がある。

あと、日頃から保護者がしっかり子育てに目を向けていただきたいと

思っております。 

東員町の３感エデュケーションである「基本的信頼感」「自己肯定

感」「自己有能感」がすごく大事だと思っています。保護者がそれを

しっかり意識することができれば、もっと子育ての質が上がっていく

のではないかと感じているところです。 

 

 （学校教育課主査） 

    学校の方でも、少し話をさせてもらいましたが３感を育むのはもちろ

んですが、それが主観的ではなく、自分を客観的に見た時にどう見え

るかを考えて欲しい。自分を中心に考えて、自分さえ良ければいいで

はなく、自己肯定感も自分はありのままで良いではなくて、周りから

認められ、尊敬されてこそだと思います。 

気になる行動があっても、注意されずに褒められてばかりでは勘違い 

してしまいます。ダメなことはダメと教えることを学校からも保護者

の方へ伝えてもらえるように話しています。あとはやはりネットの世

界にはない、リアルな世界でしか出来ないことを体験すること、学校

現場でもリアルな体験にこそ本当に大事なものがあると訴えかけてい

く必要があると思いますので、なんとか皆さんと連携しながら進めた

いと考えております。 

 

（教育長） 

   事実をきちんと見抜く、読解力やその事実に基づいて考えて行動がで



きる力をつけていく必要がある。そのベースになるのは、東員町の目

指す３感を育むこと、そして客観的に自分を見つめて善悪を見分ける、

そういう力をつけることだと考えております。 

学校だけでは、それに限界があるので保護者の方と協力していけると 

良いと考えております。ことＳＮＳについては、全国の値よりも良い

とは言えない結果の項目もありますので、ＳＮＳを一つの間口にして

全体で取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

ありがとうございます。他にご意見はございますか。 

 

（委員） 

    長期欠席の人数ですが、欠席が３０日をやや過ぎて対象になったのか、

本当に長期間休んで対象になっているのか、割合はどうかというとこ

ろと、中学校に設けてある校内支援センターを実際、何人ぐらい利用

していて、支援の方はどのように対応しているのかを教えていただけ

ますか。 

 

（学校教育課主査） 

   東員第一中学校で校内支援センターを活用して登校している子が６人、

神田小学校で５人います。その中でも、常時いる子、時々活用する子

がおりますので、様々ではあります。 

長期欠席は、３０日を少し過ぎた子、全欠の子が混在しています。全 

欠の子の中には、病気欠席の子も含まれています。 

 

（教育長） 

   別室の対応につきましては、国から備品や人材に対して補助金を受け

ておりますが十分とは言えません。 

本来であれば、全ての学校に別室登校ができる場所や指導者を配置す 

るすべきだと思いますが、まずは中学校から対応しております。また、

神田小学校へも指導者を派遣して対応しているところです。 

 

（委員） 

   不登校児童は横ばいとのことですが、校内支援センターのない学校で

も保健室や別の部屋を使って、なるべく登校が出来るように呼び掛け

てもらいたいと思います。 

 

（教育長） 



ありがとうございました。 

それでは、議事に移ります。 

 

議案第３８号 令和６年度東員町教育委員会予算（一般会計補正予算第５

号）について 

（教育長） 

議案第３８号 令和６年度東員町教育委員会予算（一般会計補正予算

第５号）について、事務局の報告を求めます。 

 

（教育総務課長） 

議案第３８号 令和６年度東員町教育委員会予算（一般会計補正予算

第５号）の教育総務課部分について、ご説明致します。 

＜以下、議案第３８号資料により説明＞ 

 

（学校教育課長） 

議案第３８号 令和６年度東員町教育委員会予算（一般会計補正予算

第５号）の学校教育課部分について、ご説明致します。 

＜以下、議案第３８号資料により説明＞ 

 

（教育長） 

只今の提案につきまして、他にご質問はございますか。 

 

 （委員） 

    講師等の謝礼について、もう少し詳しく教えていただけますか。 

 

（学校教育課長） 

    今まで、年間６０回として支援センターに指導員の配置を予定してお

りましたが、不登校児童生徒等の学び継続事業が補助対象となりまし

たことから、他の事業と合わせて１８０回の配置とさせていただき、

足りない６０回分の指導員報酬４８万円を補正させていただくもので

ございます。 

 

（教育長） 

只今の提案につきまして、他にご質問はございますか。無ければ、承

認いただける方は挙手を願います。 

 



 （全委員） 

    ＜挙手＞ 

 

５ その他 

  ・後援について 

（教育長） 

第４５号 体幹・かけっこ教室、第４６号 第２１回ひばりおはなし会、

第４７号 第５１回みえけん人形劇フェスティバル いなべ会場、第４

８号 ２０２４ 冬 アズワンワンダースクール 自然体験教室、後援第

４９号 『１０歳を祝う会（二分の一成人式）』について、 

事務局の説明を求めます。 

（社会教育課長）  

後援第４５号、後援第４６号、後援第４７号、後援第４８号、後援第

４９号について、ご説明いたします。 

＜後援第４５号、４６号、４７号、４８号、４９号資料により説明＞ 

 

（教育長） 

後援第４５号、後援第４６号、後援第４７号、後援第４８号、後援第

４９号について、何かご質問はありますか。 

 

 （委員） 

    今まで、後援を行った事業についての参加者は分かりますか。 

東員町の子ども達が参加しているのか、参加のない事業であれば、ど

こまで後援していくのでしょう。 

  

 （社会教育課長） 

    後援については、報告書をいただいておりますので人数等は把握して

おります。 

 

 （教育長） 

    後援につきましては、社会教育や生涯学習の普及や青少年の健全育成、

スポーツの普及等で営利を目的とせず、公共性がある団体が行う事業

であれば、東員町の子ども達が参加されたかどうかに関わらず、その

ような場を子ども達に提供する事業に対し、後援させていただいて安

心して参加いただけるようにしているところでございます。 

 



他に、ご質問が無ければ後援させていただきます。 

 

 ・次回定例教育委員会日程について 

（教育長） 

次回定例教育委員会日程について、事務局お願いします。 

 

（教育総務課長） 

次回ですが、令和６年１２月２４日（火）午前９時３０分から東員町

教育委員会を開催することとしてよろしいか。 

 

（全委員） 

異議なし。 

 

６ 閉会の辞 

（事務局長） 

これをもちまして、令和６年第１１回東員町教育委員会を閉会いたし

ます。 


